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肝移植施設整備事業の実施について

肝不全患者に対する医療対策については、これまで原疾患に応じた治療法の

研究、開発等の諸施策を講じてきたところであるが、近年の医学医術の進歩に

より、肝移植が肝不全の根治療法の一つとしてほぼ確立されたことに伴い、各

都道府県に肝移植施設を整備する事業を実施し、肝移植の円滑な実施を図るこ

ととしている。

事業の実施については、別紙「肝移植施設整備事業実施要綱」により、平成

１９年４月１日から適用することとしたので通知する。



別 紙

肝移植施設整備事業実施要綱

１ 目 的

この事業は、肝移植の実施に必要な無菌手術室を整備し、もって肝不全患者

の根治的医療の一つである肝移植の実施体制を整備することを目的とする。

２ 事業の実施主体

事業の実施主体は、厚生労働大臣が適当と認める者とする。

３ 整備基準

（１） 肝移植施設は、原則として都道府県に一か所（人口四〇〇万人以上の

都道府県にあっては二か所とする。）

（２） この事業でいう無菌手術室とは、空気清浄度クラス一〇〇（有効超音

性能エアーフィルター（ＨＥＲＡフィルター）面積が天井または一壁面

の七五％以上であり、換気回数が一時間二〇〇回以上）の設備を有する

手術室であること。


